
 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県国民健康保険団体連合会  

 

 

 

 

介護給付費等及び総合事業費の請求は、「各月分について翌月１０日までに行わなければなら

ない」と介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令に規定されていま

す。  

 

１ 請求期限について  

  インターネット請求    毎月１０日の２３時３０分となります。（土日祝日も同様） 

  媒体請求及び紙請求    毎月１０日の１７時００分必着となります。  

（１０日が土日祝日に当たる場合、前日営業日）  

 【例】  

媒体及び紙請求の場合  １０日が月曜祝日の場合、請求期限は前日営業日の７日金曜日。  

なお、インターネット請求をされている場合は、審査結果帳票等を早めに受け取ることが  

できます。  

郵便局の勤務状況が変わり、郵送時間が長くなっています。期限厳守をお願いします。  

 

２ 請求漏れについて  

請求期間を過ぎてしまうと、当該月は請求データを受け付けることができない場合がありま

すので、請求漏れがないよう十分ご注意ください。  

また、インターネット請求の場合には、電子請求受付システムのログイン後の照会一覧から

も到達結果等を確認することができます。インターネット請求において、請求データ送信時に

エラーが発生したことにより正常に受け付けられていないことがありますので、請求データを

送信した際には、必ず伝送ソフトの送信結果確認画面から到達結果及び受付結果を確認してく

ださい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年７月号  

介護給付費等に関する請求期限及び請求漏れについて 

○電子請求受付システムの総合窓口  

URL http://www.e-seikyuu.jp/ 



 

 

 

 

本件については、令和３年８月号の介護保険だよりに掲載し、お知らせしましたが、依然とし

て問い合わせが多い状態です。請求事務担当者様は、以下の内容について、ご確認いただき請求

事務にお役立てください。  

給付管理票の作成区分には「新規」「修正」「取消」の 3 つの区分があります。以下の図を参考

に処理を行ってください。  

【処理フロー図】  

 

 

・提出した給付管理票が返戻になった場合  

 

 

 

・確定した給付管理票を修正したい場合  

 

 

 

・確定した給付管理票を削除したい場合  

 注意点  取消の給付管理票を提出すると  

    サービス事業所の請求明細書は  

    自動的に過誤決定されます。  

 

                      

 

※  給付管理票は、サービス事業所の請求の支払決定を左右する重要なものです。給付管理票の記

載内容（事業所番号、サービス種類、計画単位数等）に誤りのないようご注意いただき、提出を

お願いします。  

 

 

給付管理票「新規」「修正」「取消」について  

 

〒371-0846 

群馬県前橋市元総社町 335 番地の 8 

群馬県市町村会館 2 階  

群馬県国民健康保険団体連合会（介護保険課介護保険係）  

TEL 027-290-1319（直通）  

FAX 027-255-5077 

受付時間  8：30 ～  17：15（12：00 ～  13：00 を除く）  

※17：15 以降はお電話をいただいても繋がらないことがあります。  

ホームページ  https://www.gunmakokuho.or.jp 

★群馬県以外の事業所様については、所在都道府県の国保連合会にお問い合わせをお願いします。  

お問い合わせ先  

給付管理票「修正」で再提出  

給付管理票「取消」で再提出  

給付管理票「新規」で再提出  
給付管理票「新規」で提出  

審査の結果、確定となった場合  審査の結果、返戻となった場合  

審査チェック  

給付管理票の内容

を修正したい場合  

給付管理票を削除

したい場合  

給付管理票「修正」で再提出  給付管理票「取消」で再提出  給付管理票「新規」で再提出  


